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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放射線を測定する放射線モニタと、前記放射線モニタのテストを行う試験装置とから構成
され、
前記放射線モニタは、放射線検出器と、前記放射線検出器の検出信号パルスから計数率を
測定する測定部を備え、
前記試験装置は、テストパルスを発生するテストパルス発生部と、前記テストパルスの発
信周波数（繰り返し周波数）を制御すると共に、前記測定部の測定モードとテストモード
を切り換える切換信号を発生するテストパルス信号制御部を備え、
前記測定部は、前記検出信号パルスを増幅すると共に波形を整形するパルス増幅部と、
前記パルス増幅部の出力パルスからノイズを弁別除去してデジタルパルスを出力するノイ
ズ弁別除去器と、前記デジタルパルスを加算入力に入力し、フィードバックパルスを減算
入力に入力し、両者の差を積算した積算値を出力するアップダウンカウンタと、前記積算
値から前記フィードバックパルスを発生する周波数合成回路と、前記アップダウンカウン
タに対し計数時の重み付け指定する積算制御回路と、前記積算値を入力して計数率を算出
する演算部と、前記テストパルス信号制御部からの前記切換信号により前記パルス増幅部
の入力または前記アップダウンカウンタの加算入力および減算入力を切り換える入力切換
手段と、前記テストパルス信号制御部からの設定積算値信号により、前記アップダウンカ
ウンタの前記積算値を強制的にスタート計数率に対応する値に設定する積算値設定回路と
を備えた放射線監視装置。
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【請求項２】
前記入力切換手段は、前記パルス増幅部の入力に設けられた第１の切換スイッチと、前記
アップダウンカウンタの前記減算入力に設けられた第２の切換スイッチから構成され、
前記テストパルス信号制御部からの前記切換信号により前記第１の切換スイッチは前記パ
ルス増幅部の入力を前記検出信号パルス、入力断、前記テストパルスのいずれかに切り換
えると共に、前記第２の切換スイッチは前記アップダウンカウンタの前記減算入力を前記
フィードバックパルス、入力断のいずれかに切り換える構成の請求項１に記載の放射線監
視装置。
【請求項３】
前記入力切換手段は、前記パルス増幅部の入力に設けられた第３の切換スイッチと、前記
アップダウンカウンタの前記加算入力に設けられた第４の切換スイッチ及び前記減算入力
に設けられた第２の切換スイッチをから構成され、
前記テストパルス信号制御部からの前記切換信号により前記第３の切換スイッチは前記パ
ルス増幅部の入力を前記検出信号パルス、前記テストパルスのいずれかに切り換えると共
に、前記第４の切換スイッチは前記アップダウンカウンタの前記加算入力を前記デジタル
パルス、入力断のいずれかに切り換え、前記第２の切換スイッチは前記減算入力を前記フ
ィードバックパルス、入力断のいずれかに切り換える構成の請求項１に記載の放射線監視
装置。
【請求項４】
前記試験装置は、測定レンジのデカード毎に予め決められたテストポイントで、入力に対
する出力の直線性（精度）を確認する入出力応答テストにおいて、前記テストパルスの繰
り返し周波数をステップ状に前記テストポイントまで変化させ、前記テストポイントを前
記スタート計数率として前記積算値設定回路により前記アップダウンカウンタの積算値を
前記スタート計数率に対応する値に設定し、全ての前記テストポイントの入出力応答テス
トをシーケンシャルに自動で行う構成とした請求項１から請求項３のいずれか１項に記載
の放射線監視装置。
【請求項５】
前記試験装置は、警報動作点の精度を確認する警報テストにおいて、警報設定値がバック
グラウンド計数率より高いレベルの高警報テストの場合、前記アップダウンカウンタの積
算値を高警報設定点より若干低い近傍の前記スタート計数率に対応する値に設定し、前記
警報設定値が前記バックグラウンド計数率より低いレベルの低警報テストの場合、前記ア
ップダウンカウンタの積算値を低警報設定点より若干高い近傍の前記スタート計数率に対
応する値に設定し、前記テストパルスの繰り返し周波数を前記警報設定点の近傍までステ
ップ状に変化させ、続いて前記テストパルスの繰り返し周波数をランプ状に変化させて前
記警報動作点の計数率を確認する警報テストを前記高警報テストと前記低警報テストを連
続してシーケンシャルに自動的に行うとともに、さらに前記低警報テストの場合は、パル
スの繰り返し周波数ゼロまたは低警報設定点より十分低い最小値までステップ状に変化さ
せることができる構成とした請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の放射線監視装
置。
【請求項６】
前記テストパルス信号制御部は、前記測定モードから前記テストモードに切り換えるとき
、切り換え直前の測定モードの計数率を記憶しておき、前記テストモードから前記測定モ
ードに復帰させるときに、前記積算値設定回路により前記アップダウンカウンタの積算値
を記憶した前記切り換え直前の測定モードの計数率に設定する構成とした請求項１から請
求項５のいずれか１項に記載の放射線監視装置。
【請求項７】
前記テストパルス信号制御部は、ある計数率の指示精度を確認する指示精度テストにおい
てテスト入力後の前記演算部の８演算周期数の計数率データを読み込んでプラスマイナス
の最大ゆらぎを偏差とし、目標計数率を基準に精度を求める構成とした請求項１から請求
項６のいずれか１項に記載の放射線監視装置。
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【請求項８】
前記テストパルス信号制御部は、前記入出力応答テストにおいてテスト入力後の前記演算
部の８演算周期数の計数率データを読み込んでプラスマイナスの最大ゆらぎを偏差とし、
目標計数率を基準に精度を求める構成とした請求項４に記載の放射線監視装置。
【請求項９】
前記テストパルス信号制御部は、前記警報テストにおいて前記警報設定点に近接しかつ警
報動作精度の許容範囲外を前記スタート計数率とし、１演算周期の積算値の変化が１カウ
ント以下になるようなランプ入力で前記テストパルスを入力すると共に、許容限界値に達
すると前記ランプ入力の変化を止めて警報動作異常として次のステップ処理に移行する構
成とした請求項５に記載の放射線監視装置。
【請求項１０】
前記測定部は、前記テストパルス発生部の出力に、さらに前記テストパルスを波形整形し
、前記検出信号パルスの擬似信号パルスを出力する波形整形回路を設ける構成とした請求
項１から請求項９のいずれか１項に記載の放射線監視装置。
【請求項１１】
前記テストパルス信号制御部は、計数率の時定数応答テストを行う場合、前記積算値設定
回路による設定を行わず、前記入力切換手段により検出信号パルスからテスト信号パルス
に切り換えのみを行う構成とした請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の放射線
監視装置。
【請求項１２】
前記測定部に操作部を設け、演算部の出力を表示するとともに、試験の操作、試験対象の
選択、試験手順、設定値の変更、および目標値の入力を行える構成とした請求項１から請
求項１１のいずれか１項に記載の放射線監視装置。
【請求項１３】
前記放射線モニタを複数チャンネル備え、前記試験装置は複数チャンネルの前記放射線モ
ニタのテストを行える構成とした請求項１から請求項１２のいずれか１項に記載の放射線
監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、原子炉施設、使用済燃料再処理施設等の放出管理あるいは放射線管理に用
いられる放射線監視装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　原子炉施設、使用済燃料再処理施設等で使用される放射線監視装置は、放射線を検出す
る検出器と、放射線検出器からの検出信号パルスから計数率を測定する測定部を備えた複
数チャンネルの放射線モニタと、個々の放射線モニタにテストパルスを入力するテストパ
ルス発生部と、テストパルスの周波数を制御するとともに、放射線モニタの測定部におけ
る検出信号パルスとテストパルスの入力切換を行うテストパルス制御部を備えた試験装置
から構成される。試験装置は、放射線モニタの測定部の入力切換スイッチを制御して検出
信号パルスからテストパルスに入力を切り換え、入力に対する出力の直線性を測定する入
出力応答テスト、テストパルスの周波数をランプ状に変化させ警報動作点の計数率から警
報動作精度を確認する警報テストを行って個々の放射線モニタの健全性を確認している。
【０００３】
　計数率指示応答の精度及び警報動作の精度の確認では、試験装置は測定部にテストパル
スを入力し、テスト項目に応じてテストパルス発生部のテストパルスの発信周波数をステ
ップ状あるいはランプ状に変化させる。なお、テスト期間中は、放射線監視装置から外部
へ警報が出力されないように、必要に応じてテスト開始前に警報をブロックし、テスト終
了後はブロックを解除する。
【０００４】
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　各放射線モニタは、測定した計数率を必要に応じて線量率等の工学値に変換して放射線
量を求め、通常のバックグラウンドレベルより高い放射線量レベルに高警報が設定され、
上記施設の管理エリアの線量率またはプロセス系統の放射能（計数率に比例）の異常に対
して高警報を発信して運転員に報知するとともに、自動で必要な系統隔離を行うことがで
きる。また、通常のバックグラウンドレベルより低い放射線量レベルに低警報が設定され
、放射線モニタの故障による検出信号喪失あるいは検出信号の計数率の低下に対して低警
報を発信して運転員に報知する。
【０００５】
　一方、放射線モニタで測定された計数率は統計的に変動するため、標準偏差が一定とな
るように計数率に応じて自動的に時定数を制御することにより標準偏差が一定となるよう
に計数率が測定されて測定精度を維持している。また、測定部は、計数率が１０ｃｐｍ程
度から１０７ｃｐｍ程度までの広いレンジをカバーして測定することが求められ、レンジ
切り換えに伴う不連続性をなくすために、広いレンジをレンジ切り換えなしで自動的に標
準偏差が一定となるように、アップダウンカウンタを用いて負帰還回路を構成し、高速動
作が可能な計数率測定方式が採用されている。
【０００６】
　このアップダウンカウンタを用いた計数率測定方式は、加算入力と減算入力の差分の積
算値を一定周期で読み取って計数率を演算するもので、加算入力は、放射線検出器から測
定部に入力された検出信号パルスを増幅して波高弁別したデジタルパルスであり、減算入
力は、積算値に基づきクロックパルスを分周・周波数合成して生成されたデジタルパルス
であり、特に高計数率まで精度よく測定できることが特徴である。
【０００７】
　アップダウンカウンタを用いた計数率測定は計数率が時定数で応答するため、テストパ
ルスをデカード毎に入力して入力に対する出力の直線性を測定する入出力応答テスト及び
テストパルスを入力して警報動作を確認する警報テストに時間がかかる。このため、テス
ト項目毎にテストパルスをステップ状に変化させるステップ入力とランプ状に変化させる
ランプ入力を組み合わせて、ステップ状変化の大きさとステップの継続時間を最適化する
とともにランプ信号の傾きと継続時間を最適化して予め設定しておくことにより、入力す
るテストパルスをステップ入力で目標値に急接近させ、ランプ入力で目標値にゆるやかに
接近させるように、テストパルスを制御することで試験時間を短縮する発明が開示されて
いる（例えば、特許文献１）。
　また、テストパルス制御部が、放射線モニタの計数率の今回値と目標値から判断し、加
算入力または減算入力のどちらかで動作するようにテストパルスの入力を切換制御する発
明が開示されている（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－２６０２６２号公報（段落［００１０］、図２、３）
【特許文献２】特開２０１２－４７５５９号公報（段落［００３２］～［００３８］、図
１～３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１開示発明では、短時間で目標値に到達させるテストパルスの制御が難しく、
試験時間の短縮の要求に対して更なる改善が求められている。特に、低計数率のテスト項
目は、時定数が計数率に反比例しかつ積算値が時定数で変化するのを待つ必要がありテス
トに長時間を要するという問題があった。
　特許文献２開示発明でも、特に、低計数率のテスト項目は、時定数が計数率に反比例し
かつ積算値が時定数で低下するのを待つ必要がありテストに長時間を要するという問題が
あった。
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　この発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、特に低計数率の
テスト項目において、試験時間を削減できる放射線監視装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る放射線監視装置は、放射線を測定する放射線モニタと、放射線モニタの
テストを行う試験装置とから構成され、放射線モニタは、放射線検出器と、放射線検出器
の検出信号パルスから計数率を測定する測定部を備え、試験装置は、テストパルスを発生
するテストパルス発生部と、テストパルスの発信周波数（繰り返し周波数）を制御すると
共に、測定部の測定モードとテストモードを切り換える切換信号を発生するテストパルス
制御部を備え、測定部は、検出信号パルスを増幅すると共に波形を整形するパルス増幅部
と、パルス増幅部の出力パルスからノイズを弁別除去してデジタルパルスを出力するノイ
ズ弁別除去器と、デジタルパルスを加算入力に入力し、フィードバックパルスを減算入力
に入力し、両者の差を積算した積算値を出力するアップダウンカウンタと、積算値からフ
ィードバックパルスを発生する周波数合成回路と、アップダウンカウンタに対し計数時の
重み付け指定する積算制御回路と、積算値を入力して計数率を算出する演算部と、テスト
パルス制御部からの切換信号によりパルス増幅部の入力またはアップダウンカウンタの加
算入力および減算入力を切り換える入力切換手段と、テストパルス制御部からの設定積算
値信号により、アップダウンカウンタの積算値を強制的にスタート計数率に対応する値に
設定する積算値設定回路とを備えたものである。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明に係る放射線監視装置は、放射線を測定する放射線モニタと、放射線モニタの
テストを行う試験装置とから構成され、放射線モニタは、放射線検出器と、放射線検出器
の検出信号パルスから計数率を測定する測定部を備え、試験装置は、テストパルスを発生
するテストパルス発生部と、テストパルスの発信周波数（繰り返し周波数）を制御すると
共に、測定部の測定モードとテストモードを切り換える切換信号を発生するテストパルス
制御部を備え、測定部は、検出信号パルスを増幅すると共に波形を整形するパルス増幅部
と、パルス増幅部の出力パルスからノイズを弁別除去してデジタルパルスを出力するノイ
ズ弁別除去器と、デジタルパルスを加算入力に入力し、フィードバックパルスを減算入力
に入力し、両者の差を積算した積算値を出力するアップダウンカウンタと、積算値からフ
ィードバックパルスを発生する周波数合成回路と、アップダウンカウンタに対し計数時の
重み付け指定する積算制御回路と、積算値を入力して計数率を算出する演算部と、テスト
パルス制御部からの切換信号によりパルス増幅部の入力またはアップダウンカウンタの加
算入力および減算入力を切り換える入力切換手段と、テストパルス制御部からの設定積算
値信号により、アップダウンカウンタの積算値を強制的にスタート計数率に対応する値に
設定する積算値設定回路とを備えたものであるため、特に低計数率のテスト項目において
、試験時間を削減できる放射線監視装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の実施の形態１の放射線監視装置に係るシステム構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１の放射線監視装置に係る試験時の応答説明図である。
【図３】この発明の実施の形態２の放射線監視装置に係るシステム構成図である。
【図４】この発明の実施の形態３の放射線監視装置に係る試験のフローチャートである。
【図５】この発明の実施の形態３の放射線監視装置に係る試験時の応答説明図である。
【図６】この発明の実施の形態４の放射線監視装置に係る試験のフローチャートである。
【図７】この発明の実施の形態４の放射線監視装置に係る試験時の応答説明図である。
【図８】この発明の実施の形態５の放射線監視装置に係る試験のフローチャートである。
【図９】この発明の実施の形態５の放射線監視装置に係る試験時の応答説明図である。
【図１０】この発明の実施の形態６の放射線監視装置に係る要部構成図である。
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【図１１】この発明の実施の形態７の放射線監視装置に係る試験のフローチャートである
。
【図１２】この発明の実施の形態７の放射線監視装置に係る試験時の応答説明図である。
【図１３】この発明の実施の形態８の放射線監視装置に係る概略システム構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
実施の形態１．
　実施の形態１は、放射線検出器と測定部からなる放射線モニタと試験装置を備える放射
線監視装置において、測定部のアップダウンカウンタの積算値を強制的に設定する積算値
設定回路を設け、テストモードにおいて、積算値設定回路によりアップダウンカウンタの
積算値をスタート計数率に対応する値に設定した後、テストを実行するように構成した放
射線監視装置に関するものである。
　以下、本願発明の実施の形態１の構成、動作について、放射線監視装置のシステム構成
図である図１、試験時の応答説明図である図２に基づいて説明する。
【００１４】
　まず、放射線監視装置１の構成を説明し、次に機能、動作を説明する。
　図１において、放射線監視装置１は、放射線を測定する放射線モニタ２と、放射線モニ
タ２のテストを行う試験装置３から構成されている。
　放射線モニタ２は、放射線を検出して検出信号パルスを出力する放射線検出器４と、検
出信号パルスを入力して計数率を測定する測定部５から構成されている。
　試験装置３は、テストパルスを発生するテストパルス発生部６と、テストパルス発生部
６から出力されるテストパルスの発信周波数を制御するとともに測定部５の入力を切り換
えるテストパルス制御部７から構成されている。
【００１５】
　測定部５の放射線を測定する機能部分は、パルス増幅部１１、ノイズ弁別除去器１２、
アップダウンカウンタ１３、周波数合成回路１４、積算値設定回路１５、積算制御回路１
６、演算部１７、および操作部１８から構成されている。アップダウンカウンタ１３は、
ノイズ弁別除去器１２からの信号が入力される加算入力１３ａおよび周波数合成回路１４
からのフィードバックパルスが入力される減算入力１３ｂを有する。また、操作部１８は
、表示機能部と操作機能部を有する。
　測定部５は、試験時に放射線検出器４からの検出信号と試験用のテストパルスを切り換
えるために、例えば３ポジションを有する第１の切換スイッチ１９と、アップダウンカウ
ンタ１３の減算入力１３ｂへ入力される周波数合成回路１４からの信号を切り換える２ポ
ジションを有する第２の切換スイッチ２０を備える。なお、実施の形態１において、本発
明の入力切換手段は、第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０が対応する。
【００１６】
　次に、放射線監視装置１の試験時の機能、動作を中心に説明する。
　測定部５において、第１の切換スイッチ１９は、テストパルス制御部７からの切換信号
により、放射線検出器４からの検出信号パルス入力、入力断（遮断）、およびテストパル
ス発生部６からのテストパルス入力のいずれかに切り換える。以下の説明では、各ポジシ
ョンを「検出信号」、「遮断」、「テスト信号」と記載する。
　テストパルス発生部６において、出力されるテストパルスはデジタルパルスであり、そ
の発信周波数すなわち繰り返し周波数はテストパルス制御部７からの制御信号で制御され
る。このテストパルスは、テストパルス発生部６または測定部５で、例えば微分して波形
整形され、検出パルスの模擬パルスとして第１の切換スイッチ１９に入力される。
【００１７】
　測定部５において、第１の切換スイッチ１９から入力された検出信号パルスまたはテス
トパルスは、パルス増幅部１１で増幅されるとともに、重畳する高周波ノイズが除去され
、波形整形される。ノイズ弁別除去器１２は、増幅・整形された検出信号パルスについて
、例えば波高電圧レベルが設定された範囲内にある場合にデジタルパルスを出力し、その
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範囲を逸脱した場合にノイズとして除去する。
【００１８】
　アップダウンカウンタ１３は、ノイズ弁別除去器１２から出力されたデジタルパルスを
加算入力１３ａに入力し、後述するフィードバックパルスを減算入力１３ｂに入力し、両
者の差を積算した積算値を出力する。
　周波数合成回路１４は、アップダウンカウンタ１３の出力である積算値を入力して、こ
の積算値に基づき、後述の演算部１７から入力されるクロックパルスを分周・周波数合成
して、フィードバックパルス（デジタルパルス）を生成する。周波数合成回路１４は、こ
のフィードバックパルスをアップダウンカウンタ１３の減算入力１３ｂに出力する。
　積算制御回路１６はアップダウンカウンタ１３が計数する時の後述する重み付けを行う
。
【００１９】
　第２の切換スイッチ２０は、アップダウンカウンタ１３の減算入力１３ｂへ周波数合成
回路１４からのフィードバックパルスを入力する（通過させる）か、入力断（遮断）にす
るかを切り換えるもので、テストパルス制御部７からの切換信号で切り換えられる。以下
の説明では、各ポジションを「通過」、「遮断」と記載する。
【００２０】
　演算部１７は、アップダウンカウンタ１３から出力された積算値を入力し、積算値に基
づき計数率を演算して、必要に応じて線量率等の工学値に変換する。演算部１７は、得ら
れた計数率または工学値を、例えば警報テストの場合、これらの警報設定値と比較して、
警報発生状態かどうかを判定して高警報及び低警報を計数率または工学値とともに出力す
る。
　なお、工学値は計数率に単位変換の定数を乗じたものであるので、以後、演算部１７の
出力が計数率の場合で説明する。
　高警報は、例えば、放出管理許容レベルに基づき通常バックグラウンドより高いレベル
に設定される。低警報は、例えば、放射線検出器４の故障による検出信号パルスの喪失ま
たは検出信号パルスの減少を検知するために、通常バックグラウンドより低いレベルに設
定される。
【００２１】
　操作部１８は、表示機能部で演算部１７からの出力を表示するとともに、例えばタッチ
パネルを有する操作機能部で試験の操作および試験の手順、設定値の変更を行える。この
操作部１８での操作に基づき、テストパルス制御部７からの設定積算値信号は演算部１７
経由で積算値設定回路１５に出力され、積算値設定回路１５は、アップダウンカウンタ１
３の積算値を強制的に後述するスタート計数率に対応する値である設定積算値に置き換え
る。すなわち、積算値設定回路１５は、テストパルス制御部７からの設定積算値信号によ
り、アップダウンカウンタ１３の積算値を強制的にスタート計数率に対応する値に設定す
る。この動作により、演算部１７から出力される計数率は直ちに設定積算値に対応する計
数率、すなわち当該テストのスタート計数率に変化する。なお、操作機能部の操作および
試験の手順の設定等の機能はテストパルス制御部に備えてもよい。
【００２２】
　放射線モニタ２は、測定モードとテストモードの２つのモードを備えており、いずれか
のモードを選択して動作させる。テストパルス制御部７は、放射線モニタ２の測定部５の
演算部１７にアクセスしてモードを選択し、演算部１７経由で第１の切換スイッチ１９及
び第２の切換スイッチ２０の入力切換を行う。
【００２３】
　ここで、アップダウンカウンタ１３を使用した計数率の測定方法の概要を説明する。
　演算部１７から得られる計数率は統計的に変動するため、所定の精度で測定するには、
次式のように標準偏差σが一定となるように計数率ｎに基づき時定数τを制御して測定す
るようになっている。
　　σ＝１／（２ｎτ）１／２　　　（１）



(8) JP 5773949 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

　　τ＝１／（２ｎσ２）　　　　（２）
【００２４】
　アップダウンカウンタ１３において、加算入力１３ａにはノイズ弁別除去器１２から出
力されたデジタルパルスが入力される。減算入力１３ｂには周波数合成回路１４のフィー
ドバックパルスが入力され、加算入力１３ａに入力されるデジタルパルスの周波数ＦＩＮ

と減算入力１３ｂに入力されるフィードバックパルスの周波数ＦＢが等しくなった平衡状
態で、加算入力と減算入力の差を積算して出力される積算値Ｍは安定する。
【００２５】
　平衡状態において、アップダウンカウンタ１３の加算入力１３ａに入力されるデジタル
パルスの周波数ＦＩＮは、演算部１７で求めた計数率ｎ、および減算入力１３ｂの周波数
ＦＢ（Ｍ）に等しくなる。デジタルパルスの周波数ＦＩＮは、標準偏差σと積算値Ｍに基
づいて次式のように演算され、ＦＢ（Ｍ）およびｎは、次式のようにＦＩＮに平衡するよ
うに時定数（τ）の一次遅れで追従して応答する。
　　ＦＩＮ＝ＦＢ（Ｍ）＝ｎ＝ｅγＭ＝２γＭ／ｌｎ２　　　　（３）
　　γ＝２σ２＝（１／ｎτ）＝２－λ・ｌｎ２　　　（４）
　　β＝１１－λ　　　　　　　　　　　　　　　　（５）
　ここで、γは重み付け計数の関係因子、βおよびλは零または正の整数である。
【００２６】
　（４）式において、λを例えば１１、９、７、５とすると、（１）式から標準偏差σは
それぞれ１．３％、２．６％、５．２％、１０．４％となる。（４）式でλが１１の時を
標準にすると、λが９、７、５の時、γはそれぞれ２２倍、２４倍、２６倍となる。
　（１）式から、標準偏差σはそれぞれ２１倍、２２倍、２３倍となる。（２）式から、
時定数τはそれぞれ２－２倍、２－４倍、２－６倍となる。
　（３）式に示すように、ｎが一定の状態でγを２β倍にすると、積算値Ｍは２－β倍の
重み付けで応答する。すなわち、アップダウンカウンタ１３の加算入力１３ａにノイズ弁
別除去器１２からデジタルパルスが１個入力されると、積算値Ｍは２βで重み付けされて
加算計数する。一方、アップダウンカウンタ１３の減算入力１３ｂに周波数合成回路１４
からデジタルパルスが１個入力されると、積算値Ｍは２βで重み付けされて減算計数する
。結果として、積算値Ｍは、加算計数と減算計数の差の積算値Ｎに２βを掛け算した値に
なる。
【００２７】
　βは０または正の整数で、（５）式のようにλが１１、９、７、５の時、βとしてそれ
ぞれ０、２、４、６が与えられる。例えば、λが１１の時は１パルスの入力に対して１カ
ウントが加算または減算される。λが９の時は、１パルスの入力に対して４カウントが加
算または減算される。
【００２８】
　したがって、試験に際し、操作部１８において、標準偏差σを１．３％、２．６％、５
．２％、１０．４％から選定して設定すると、標準偏差σに対応するβが０、２、４、６
から決定され、積算制御回路１６はアップダウンカウンタ１３が計数する際の１パルス入
力当たりの重み２βを設定し、アップダウンカウンタ１３は、積算制御回路１６で設定さ
れた２βに基づき、１、４、１６、６４の対応する値で重み付けして計数する。
【００２９】
　次に、放射線モニタ２を測定モードからテストモードに切り換えて、テストパルスを入
力する場合のテストパルス制御部７の制御動作を説明する。
　テストパルス制御部７において、例えばある計数率の指示精度を確認する目的のテスト
項目である指示精度テストの場合を説明する。「指示精度テスト」のボタンを選択し、テ
ストポイントの計数率を入力すると、テストパルス制御部７は、放射線モニタ２の測定部
５の演算部１７にアクセスしてテスト中警報を発信させる。次に、放射線モニタ２をテス
トモード状態にし、警報ブロックを「する」「しない」の選択ボタンのどちらかを選択す
ると、第１の切換スイッチ１９の切換が可能な状態になる。さらに、テストパルス制御部
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７は、演算部１７を経由して、第１の切換スイッチ１９を「検出信号」から「遮断」ポジ
ションに切り換えるとともに、第２の切換スイッチ２０を「通過」から「遮断」ポジショ
ンに切り換える。
　次に、テストパルス制御部７は、演算部１７を経由して、積算値設定回路１５に設定積
算値信号を出力して、アップダウンカウンタ１３の積算値を強制的にスタート計数率に対
応する値の設定積算値Ｍｓに置き換える。
　続いて、テストパルス制御部７は、第１の切換スイッチ１９を「遮断」から「テスト信
号」ポジションに切り換え、第２の切換スイッチ２０を「遮断」から「通過」ポジション
に切り換える。
　この状態で、アップダウンカウンタ１３の加算入力１３ａにはテストパルスが入力され
、減算入力１３ｂにはフィードバックパルスが入力されて、試験が開始される。
　試験を終了する場合は、逆の順序で制御動作する。
【００３０】
　指示精度テストにおいて積算値設定回路１５からアップダウンカウンタに入力される設
定積算値は、スタート計数率に対応する値であり、スタート計数率はテストポイントの計
数率に合わせるようにしており、（６）式から演算される。
　　　Ｍｓ＝ｌｎ（ｎ）／γ　　　　　　　　（６）
【００３１】
　テストパルス制御部７は、テストポイントの計数率を目標計数率としてテストパルス発
生部６を制御することにより、目標計数率に対応する繰り返し周波数のテストパルスがス
テップ状に出力される。
【００３２】
　次に、試験時の応答動作を説明する。なお、図２（ａ）は、目標計数率＞直前計数率の
場合であり、図２（ｂ）は、目標計数率＜直前計数率の場合である。
　図２は、指示精度テストにおける放射線モニタ２のテスト入力に対する計数率の応答を
示すもので、図において、ａはテストポイント、スタート計数率、目標計数率であり、３
者を同じとすることにより、測定状態の計数率から目標計数率に至る時定数による応答時
間を省略できる。計数率出力ｃは、テストパルス入力の繰り返し周波数ｂに対して、デジ
タル演算誤差だけシーソーのように上下にゆらいだ応答を示す。テストパルス制御部７は
、演算部１７から決められた演算周期数の計数率データを入力して、プラスマイナスの最
大ゆらぎを偏差とし、目標計数率を基準に精度を求め、テストデータとして保管する。テ
ストデータは、操作部１８で表示させて見ることができると共に、モバイルメモリーに取
り出すこともできる。演算誤差のゆらぎは、デジタル誤差が最大±２デジット加算されて
、長い場合でも０、＋１、＋２、＋１、０、－１、－２、－１の各デジット順で出力され
ることが考えられるので、８演算周期以上のデータを収集すれば最大と最小の偏差をもれ
なく評価できる。
　従来の放射線監視装置では、試験時間が測定部５の時定数に依存するため、特に低計数
率のテスト項目に対し、時間がかかっていた。しかし、本実施の形態１の放射線監視装置
１では、強制的に設定計数率からスタートするため、試験時間が時定数依存せず、試験時
間を大幅に短縮できる。
【００３３】
　実施の形態１では、試験時において、試験装置３のテストパルス制御部７から測定部５
の第１の切換スイッチ１９および第２の切換スイッチ２０の切り換え指示を演算部１７経
由としているが、演算部１７を経由せず、直接切り換え操作する構成とすることもできる
。
【００３４】
　以上説明したように、実施の形態１に係る放射線監視装置は、放射線検出器と測定部か
らなる放射線モニタと試験装置を備える放射線監視装置において、測定部のアップダウン
カウンタの積算値を強制的に設定する積算値設定回路を設け、テストモードにおいて、積
算値設定回路によりアップダウンカウンタの積算値を設定積算値に設定した後、テストを
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実行するように構成したので、テストポイントの計数率と同じ値のスタート計数率から指
示精度テストを開始できるようになり、測定状態の計数率から目標計数率に至る時定数に
よる応答時間を省略できので、特に低計数率のテスト項目において、試験時間を大幅に削
減できる。
【００３５】
実施の形態２．
　実施の形態２の放射線監視装置は、実施の形態１の放射線監視装置の構成の内、アップ
ダウンカウンタの加算入力に入力される検出信号とテスト信号を切り換える切換スイッチ
の構成を変更したものである。
【００３６】
　以下、本願発明の実施の形態２の構成、動作について、放射線監視装置１０１に係るシ
ステム構成図である図３に基づいて説明する。
　図３において、図１と同一あるいは相当部分には、同一の符号を付している。
【００３７】
　実施の形態２に係る放射線監視装置１０１と実施の形態１に係る放射線監視装置１との
違いは、実施の形態１の第１の切換スイッチ１９が、実施の形態２では第３の切換スイッ
チ１２１と第４の切換スイッチ１２２に変わったことであり、その他の構成および機能、
動作は同じであるため、この差異部を中心に説明する。なお、実施の形態２において、本
発明の入力切換手段は、第２の切換スイッチ２０、第３の切換スイッチ１２１および第４
の切換スイッチ１２２が対応する。
【００３８】
　まず、放射線監視装置１０１の構成を、差異部を中心に説明する。
　実施の形態１では、第１の切換スイッチ１９は、３ポジションを有し、テストパルス制
御部７からの切換信号により、放射線検出器４からの検出信号パルス入力、入力断、テス
トパルス発生部６からのテストパルス入力のいずれかに切り換えられた。
　実施の形態２では、放射線監視装置１０１の構成を示す図３に示すように、測定部１０
５は第１の切換スイッチ１９の代わりに、２ポジションを有する第３の切換スイッチ１２
１と、２ポジションを有する第４の切換スイッチ１２２を備える。
　第３の切換スイッチ１２１は、テストパルス制御部７からの切換信号により、放射線検
出器４からの検出信号パルス入力、およびテストパルス発生部６からのテストパルス入力
のいずれかに切り換える。以下の説明では、各ポジションを「検出信号」、「テスト信号
」と記載する。
　第４の切換スイッチ１２２は、アップダウンカウンタ１３の加算入力１３ａへノイズ弁
別除去器１２からのデジタルパルスを入力する（通過させる）か、入力断（遮断）にする
かを切り換えるもので、テストパルス制御部７からの切換信号で切り換えられる。以下の
説明では、各ポジションを「通過」、「遮断」と記載する。
　なお、実施の形態１と区別するため、放射線モニタ１０２、測定部１０５、演算部１１
７としている。
【００３９】
　次に、放射線監視装置１０１の動作を、差異部を中心に説明する。
　テストパルス制御部７は、放射線モニタ１０２の測定部１０５の演算部１１７にアクセ
スしてテストモードを選択し、第４の切換スイッチ１２２を「通過」から「遮断」ポジシ
ョンに切り換えるとともに、第２の切換スイッチ２０を「通過」から「遮断」ポジション
に切り換える。テストパルス制御部７は、演算部１１７を経由して積算値設定回路１５に
設定積算値信号を出力してアップダウンカウンタ１３の積算値を強制的に目標計数率の設
定積算値Ｍｓに置き換える。
　続いて、テストパルス制御部７は、第３の切換スイッチ１２１を「検出信号」から「テ
スト信号」ポジションに切り換え、第４の切換スイッチ１２２を「遮断」から「通過」ポ
ジションに切り換える。さらに、第２の切換スイッチ２０を「遮断」から「通過」ポジシ
ョンに切り換える。
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　この状態で、アップダウンカウンタ１３の加算入力１３ａにはテストパルスが入力され
、減算入力１３ｂにはフィードバックパルスが入力されて、試験が開始される。
　試験を終了する場合は、逆の順序で制御動作する。
【００４０】
　次に試験時の応答動作を説明する。計数率出力応答は、実施の形態１の図２と同様であ
る。
　第４の切換スイッチ１２２および第２の切換スイッチ２０の切り換えを行って、「遮断
」ポジションとする。次に、積算値設定回路１５がアップダウンカウンタ１３の積算値を
目標計数率の設定積算値Ｍｓに置き換えると、出力計数率は即座に、設定積算値に対応す
る設定計数率に変化する。
　続いて、第３の切換スイッチ１２１、第４の切換スイッチ１２２および第２の切換スイ
ッチ２０の切り換えを行う。第３の切換スイッチ１２１を「テスト信号」ポジション、第
４の切換スイッチ１２２を「通過」ポジションとし、アップダウンカウンタ１３の加算入
力１３ａにはテストパルスを入力する。第４の切換スイッチ１２２および第２の切換スイ
ッチ２０を「通過」ポジションとして、アップダウンカウンタ１３の減算入力１３ｂには
、フィードバックパルスを入力する。
　ステップ状のテストパルスが入力されると、出力計数率は、強制的に置き換えられた設
定計数率からスタートする。
【００４１】
　以上説明したように、実施の形態２に係る放射線監視装置１０１は、放射線検出器と測
定部からなる放射線モニタと試験装置を備える放射線監視装置において、測定部のアップ
ダウンカウンタの積算値を強制的に設定する積算値設定回路を設け、テストモードにおい
て、積算値設定回路によりアップダウンカウンタの積算値を設定積算値に設定した後、テ
ストを実行するように構成したので、テストポイントの計数率と同じ値のスタート計数率
から指示精度テストを開始できるようになり、測定状態の計数率から目標計数率に至る時
定数による応答時間を省略できるので、特に低計数率のテスト項目において、試験時間を
大幅に削減できる。
【００４２】
実施の形態３．
　実施の形態１では、ある計数率の指示精度を確認する目的のテスト項目である指示精度
テストにおいて、テストパルス制御部７がテストパルス発生部６、第１の切換スイッチ１
９、第２の切換スイッチ２０、積算値設定回路１５を制御してテスト時間を短縮したが、
実施の形態３では、測定レンジのデカード毎に予め決められた全てのテストポイントにつ
いて、入力に対する出力の直線性（精度）を確認する入出力応答テストを、テストパルス
制御部７の制御により連続して実行するようにしたものである。なお、入出力応答テスト
において、テストパルス発生部６のテストパルスの繰り返し周波数は、テストポイントの
計数率を目標計数率とし、それに対応する値にステップ状に変化するステップ入力として
テストパルス制御部７により制御される。
【００４３】
　以下、本願発明の実施の形態３の動作について、放射線監視装置に係る試験のフローチ
ャートである図４および試験時の応答説明図である図５に基づいて説明する。
【００４４】
　まず、実施の形態３に係る放射線監視装置について、入力に対する出力の直線性（精度
）を確認する入出力テストの動作を図４の試験のフローチャートに基づいて説明する。
　なお、実施の形態３では、実施の形態１に係る放射線監視装置１を使用して入出力テス
トを実施するため、図１のシステム構成図に基づいて説明する。
【００４５】
　入出力テストは、関係する各部の制御と設定を決められた順に図４のフローチャートに
従い実施される。
【００４６】
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　操作部１８において、テスト項目から「入出力応答テスト」のボタンを選択すると試験
がスタートする（ステップＳ１）。
　ステップＳ２で第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０を切り換えて、両方
とも「遮断」ポジションとする。この状態で、アップダウンカウンタ１３の加算入力１３
ａおよび減算入力１３ｂへの入力は遮断される。
　ステップＳ３で、積算値設定回路１５からアップダウンカウンタ１３に設定積算値信号
を出力させて積算値を目標計数率の設定積算値Ｍｓに置き換えるとともに、テストパルス
の繰り返し周波数を目標計数率に相当する値にする。
　ステップＳ４で第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０を切り換える。第１
の切換スイッチ１９を「テスト入力」ポジションとし、第２の切換スイッチ２０を「通過
」ポジションとして、テストを開始する。
【００４７】
　ステップＳ５でテストパルス発生部６において、（６）式から演算したステップ状入力
に対応する繰り返し周波数のテストパルスを発生させるとともに、演算部１７から定周期
毎の計数率を読み込む。
　ステップＳ６で経過演算周期数が設定演算周期数に到達したかどうかを判定する。ＹＥ
Ｓならば、ステップＳ７で収集した計数率の最大偏差に基づき目標計数率を基準に精度を
求め、テストデータとして保管し、ステップＳ８に進む。ステップＳ６の判定がＮＯなら
ば、ステップＳ５に戻る。
【００４８】
　以降、順次レンジ下限の入出力テストと同じ要領で、ステップＳ２からステップＳ７を
繰り返し実施し、順次、レンジ下限＋１デカードからレンジ上限まで１デカード間隔で入
出力テストを実施（ステップＳ８）して、試験を終了する。
【００４９】
　以上の説明では、演算部１７の出力が計数率の場合で説明したが、線量率等の工学値の
場合も、計数率の単位を工学値に読み替えれば同様である。
【００５０】
　次に、入出力テストにおける入出力応答を図５の試験時の応答説明図に基づき説明する
。
　図５は、例えば、直前の測定モードの計数率から、テストモードで測定レンジ下限の指
示精度を測定し、そこから順次１デカードずつ高い測定レンジについて指示精度を測定し
たときの出力計数率の応答を模式的に示したものである。
　入出力応答テストにおいて、積算値設定回路１５からアップダウンカウンタ１３に入力
される設定積算値はスタート計数率に対応する値であり、スタート計数率はテストポイン
トの計数率に合わせるようにしている。また、テストパルス発生部６のテストパルスの繰
り返し周波数は、テストポイントの計数率を目標計数率とし、それに対応する値にステッ
プ状に変化する。図中、ａは同じ値のテストポイント、スタート計数率、目標計数率であ
る。
【００５１】
　テストパルス制御部７が、各切換スイッチの切り換えを行って、積算値設定回路１５か
らの設定入力によりアップダウンカウンタ１３の積算値が設定積算値に置き換えられると
、演算部１７の出力計数率はスタート計数率に即座に変化する。続いて各切換スイッチの
切り換えが行われて目標計数率に対応する繰り返し周波数のテストパルスがステップ状に
変化して入力される。計数率出力ｃは、テストパルス入力の繰り返し周波数ｂに対してデ
ジタル演算誤差だけシーソーのように上下にゆらいだ応答を示す。
　なお、入出力応答テストにおいても、実施の形態１で説明したように、演算誤差のゆら
ぎは、デジタル誤差が最大±２デジット加算されて、長い場合でも０、＋１、＋２、＋１
、０、－１、－２、－１の各デジット順で出力されることが考えられるので、８演算周期
以上のデータを収集すれば最大と最小の偏差をもれなく評価できる。
【００５２】
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　実施の形態３では、実施の形態１の放射線監視装置１を使用したが、実施の形態２の放
射線監視装置１０１も同様に使用することができる。
【００５３】
　以上説明したように、実施の形態３に係る放射線監視装置の入出力テストでは、測定部
のアップダウンカウンタの積算値を強制的に設定する積算値設定回路を用いて、事前にテ
ストポイントの計数率の設定積算値を演算し、積算値設定回路によりアップダウンカウン
タの積算値をこの設定積算値に設定した後、目標計数率に対応する繰り返し周波数のステ
ップ状のテストパルスを入力する構成とし、テストポイントの計数率と同じ値のスタート
計数率から入出力テストを開始できるようし、全テストポイントをシーケンシャルに連続
してテストするようにしたので、試験時間を大幅に削減でき、特に低計数率のデカードの
テストにおいて、試験時間を削減できる。
【００５４】
実施の形態４．
　実施の形態４は、実施の形態１の放射線監視装置１を適用して、高警報、低警報動作点
の計数率の精度を測定する警報テストをシーケンシャルに効率良く行うものである。
【００５５】
　以下、本願発明の実施の形態４の動作について、放射線監視装置に係る試験のフローチ
ャートである図６および試験時の応答説明図である図７に基づいて説明する。
【００５６】
　まず、実施の形態４に係る放射線監視装置について、高警報、低警報設定点の計数率の
精度を測定する警報テストの動作を図６の試験のフローチャートに基づいて説明する。
　なお、実施の形態４では、実施の形態１に係る放射線監視装置１を使用して警報テスト
を実施するため、図１のシステム構成図に基づいて説明する。
【００５７】
　最初に、警報テストの概要を説明する。
　図６のフローチャートに示すように、テストパルス制御部７は、テストパルス発生部６
のテストパルスの繰り返し周波数をステップ状に変化させる。続いて警報動作点の計数率
の設定値（以降、適宜警報設定値という）をよぎるようにゆるやかにランプ状に変化させ
る。
　テストパルス制御部７は、警報テストをシーケンシャルに行うために、順次、各部の制
御・設定及びテストに必要な演算を行う。
  警報設定値がバックグラウンド計数率より高いレベルの高警報テストの場合は、テスト
パルス発生部６のテストパルスの繰り返し周波数をステップ状に変化させ、続いて警報設
定点を下からゆるやかによぎるようにランプ状に変化させる。ステップ状入力の繰り返し
周波数は、警報設定値未満でかつそれに近接したスタート計数率と同じ値とし、積算値設
定回路１５の設定積算値はそれに対応する値とする。ランプ状入力は、スタート計数率を
起点として演算部１７の演算周期毎に、例えば、テストパルスの当該繰り返し周波数にお
ける最小変化単位で変化させるようにする。
【００５８】
  警報設定値がバックグラウンド計数率より低いが測定レンジ下限より高いレベルの低警
報テストの場合は、警報設定点を上からゆるやかによぎるようにランプ状に変化させれば
よい。しかし、警報設定値がバックグラウンド計数率より低く測定レンジ下限より極めて
低い場合は、ステップ状入力の代わりに入力遮断とする。以下、低警報テストは低警報設
定値がバックグラウンド計数率より低いが測定レンジ下限より高い場合を説明する。
　テストパルス制御部７は、テストパルスを最適に入力するために、テストパルス入力に
先だち、警報設定値に基づき上記（６）式で設定積算値を演算する。
【００５９】
　スタート計数率は、警報設定点に近接しかつ警報動作精度の許容範囲外となるように、
また１演算周期の積算値の変化が１かウント以下になるようなランプ入力でテストパルス
を入力する。例えば、演算周期が１秒、高警報設定値が６０００ｃｐｍ（１００ｃｐｓ）
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、高警報動作精度が１％の場合、スタート計数率を５９４０ｃｐｍ（９９ｃｐｓ）とし、
５演算周期毎に積算値が１カウント変化するように、テストパルスの繰り返し周波数を９
９．２ｃｐｓで５演算周期維持し、次は９９．４ｃｐｍで５演算周期というように、５秒
で０．２ｃｐｓずつ増加するようなランプ入力とする。
　σを２．６％とするとλは９であり（４）～（６）から、５９４０ｃｐｍ（スタート計
数率＝警報設定値－１％）、６０００ｃｐｍ（警報設定値）、６０６０ｃｐｍ（高警報動
作精度上限計数率＝警報設定値＋１％）のときの積算値Ｍはそれぞれ、６４１８カウント
、６４２５カウント、６４３２カウントとなり、５秒で１カウントずつ増加するので、３
５秒程度で警報が発信することになる。
【００６０】
　警報テストは、関係する各部の制御と設定を決められた順に図６のフローチャートに従
い実施される。
【００６１】
　試験がスタートすると、ステップＳ１０１で警報テストを選択し、ステップＳ１０２で
高警報テストを選択する。
　ステップＳ１０３で、テストパルス制御部７は、高警報設定値から設定積算値、ステッ
プ状入力（ステップ状に変化する繰り返し周波数）、ランプ状入力（時間と共にランプ状
に変化する繰り返し周波数の時間変化率とその上限値）を演算する。
　ステップＳ１０４で第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０を切り換えて、
両方とも「遮断」ポジションとする。この状態で、アップダウンカウンタ１３の加算入力
１３ａおよび減算入力１３ｂへの入力は遮断される。
　ステップＳ１０５で積算値設定回路１５からアップダウンカウンタ１３に設定積算値信
号を出力させてアップダウンカウンタ１３の積算値を設定積算値Ｍｓに置き換える。これ
により、演算部１７の計数率は当該演算周期内で高警報設定点に近接したスタート計数率
に置き換わる。
【００６２】
　ステップＳ１０６で第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０を切り換える。
第１の切換スイッチ１９を「テスト入力」ポジションとし、第２の切換スイッチ２０を「
通過」ポジションとする。
　ステップＳ１０７でテストパルス発生部６において、ステップ状入力に対応する繰り返
し周波数のテストパルスを発生させる。
　ステップＳ１０８でアップダウンカウンタ１３の加算入力及び減算入力を開始するとと
もに、テストパルス発生部６のテストパルスの繰り返し周波数をランプ状に変化させる。
　ステップＳ１０９で測定部５の演算部１７から計数率データ（テストモードでは警報発
信で計数率はホールドされる）及び高警報データを読み込む。
　ステップＳ１１０で高警報発信有りかどうかを判定し、ＹＥＳならばステップＳ１１１
でテストパルス発生部６のテストパルスの繰り返し周波数をホールドする。
　ステップＳ１１２で高警報設定値を基準に高警報動作点の精度を求め、ステップＳ１１
４に進む。
　ステップＳ１１０でＮＯならば、ステップＳ１１３に進んでテストパルスの繰り返し周
波数が上限値になったかどうかを判定する。ＮＯならばステップＳ１０９に戻り、ＹＥＳ
ならば高警報動作異常としてステップＳ１１４に進む。
　ステップＳ１１４でテストデータを保管してステップＳ１１５に進む。
【００６３】
　次に、ステップＳ１１５で低警報を選択する。
  ステップＳ１１６で、テストパルス制御部７は、低警報設定値から設定積算値、ステッ
プ状入力（ステップ状に変化する繰り返し周波数）、ランプ状入力（時間と共にランプ状
に変化する繰り返し周波数の時間変化率とその下限値）を演算する。
　ステップＳ１１７で第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０を切り換えて、
両方とも「遮断」ポジションとする。この状態で、アップダウンカウンタ１３の加算入力
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１３ａおよび減算入力１３ｂへの入力は遮断される。
　ステップＳ１１８で積算値設定回路１５からアップダウンカウンタ１３に設定積算値信
号を出力させてアップダウンカウンタ１３の積算値を設定積算値Ｍｓに置き換える。これ
により、演算部１７の計数率は当該演算周期内で低警報設定点に近接したスタート計数率
に置き換わる。
【００６４】
  　ステップＳ１１９で第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０を切り換える
。第１の切換スイッチ１９を「テスト入力」ポジションとし、第２の切換スイッチ２０を
「通過」ポジションとする。
　ステップＳ１２０でテストパルス発生部６において、ステップ状入力に対応する繰り返
し周波数のテストパルスを発生させる。
　ステップＳ１２１でアップダウンカウンタ１３の加算入力及び減算入力を開始するとと
もに、テストパルス発生部６のテストパルスの繰り返し周波数をランプ状に変化させる。
　ステップＳ１２２で測定部５の演算部１７から計数率データ（テストモードでは警報発
信で計数率はホールドされる）及び低警報データを読み込む。
　ステップＳ１２３で低警報発信有りかどうかを判定し、ＹＥＳならばステップＳ１２４
でテストパルス発生部６のテストパルスの繰り返し周波数をホールドする。
　ステップＳ１２５で低警報設定値を基準に低警報動作点の精度を求め、ステップＳ１２
４に進む。ステップＳ１２３でＮＯならばステップＳ１２６に進んでテストパルスの繰り
返し周波数が下限値になったかどうかを判定する。
　ＮＯならばステップＳ１２２に戻り、ＹＥＳならば低警報動作異常としてステップＳ１
２７に進む。
　ステップＳ１２６でテストデータを保管してステップＳ１２８に進む。
　ステップＳ１２８で第１の切換スイッチ１９を「検出信号」ポジションとして、検出信
号パルスを入力して、テストを終了する。
【００６５】
　なお、以上の説明では、低警報テストにおいて、低警報設定値がバックグラウンド計数
率より低いが測定レンジ下限より高い場合を説明した。低警報設定値がバックグラウンド
計数率より低く測定レンジ下限より極めて低い場合は、ステップＳ１１９において、第２
の切換スイッチ２０のみを切り換えてフィードバックパルスを入力する。第１の切換スイ
ッチ１９の入力を遮断したままにすることにより、テストパルス入力は行わない。アップ
ダウンカウンタ１３の積算値は設定積算値を起点に徐々に低下し、これに伴い演算部１７
から出力される計数率もスタート計数率を起点に低警報設定点に向かって徐々に低下する
。
【００６６】
　以上、高警報テストおよび低警報テストの両方を実施する場合を説明した。しかし、操
作部１８の操作機能部で高警報テストまたは低警報テストの片方のみを選択することも可
能であり、同様に自動で警報テストを行うことができる。この場合、選択した高警報テス
トまたは低警報テストのみを実施してテストを終了する。
【００６７】
　以上の説明では、演算部１７の出力が計数率の場合で説明したが、線量率等の工学値の
場合も、線量率等を計数率に戻せば同様である。
【００６８】
　次に、警報テストにおける入出力応答を図７の試験時の応答説明図に基づき説明する。
　図７は、例えば、直前のバックグラウンド計数率から、図７（ａ）の高警報テストを実
施し、続いて図７（ｂ）の低警報テストを実施するときの入出力応答を模式的に示したも
のである。
　まず、図７（ａ）の高警報の場合を説明する。テストパルス制御部７が、第１の切換ス
イッチ１９と第２の切換スイッチ２０の切り換えを行う。次にテストパルス制御部７は演
算部１７を経由して、積算値設定回路１５に設定積算値信号を出力して、アップダウンカ
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ウンタ１３の積算値を強制的に設定積算値Ｍｓ（スタート計数率に対応）に置き換える。
　高警報テストは、出力計数率は目標計数率＞直前計数率の場合であるから、目標計数率
より若干低い設定積算値に対応する設定計数率に即座に変化する。
　続いて、テストパルス制御部７は第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０の
切り換えを行って、ステップ状のテストパルスを出力し、次にランプ状のテストパルスを
出力する。
　測定部５にステップ状のテストパルスを入力されると、スタート計数率と警報設定値が
近接しておりかつテストパルスのランプ入力の傾きがゆっくりのため、出力計数率は、ス
タート計数率を起点に概ね直線的に警報設定点に向かってゆっくり応答し、出力計数率の
変化はランプ入力の傾きで決定される。
【００６９】
　図７（ｂ）の低警報テストは、出力計数率は目標計数率＜直前計数率の場合である。
　テストパルス制御部７が各切換スイッチの切り換えを行って、積算値設定回路１５経由
でアップダウンカウンタ１３の積算値を設定積算値（スタート計数率に対応）に置き換る
と、出力計数率は、直前計数率から低警報設定値より若干高いが近接しているスタート計
数率に即座に変化する。
  続いて、テストパルス制御部７は第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０の
切り換えを行って、ステップ状のテストパルスを出力し、次にランプ状のテストパルスを
出力する。
　測定部５にステップ状のテストパルスを入力されると、スタート計数率と警報設定値が
近接しておりかつテストパルスのランプ入力の傾きがゆっくりのため、出力計数率は、ス
タート計数率を起点に概ね直線的に警報設定点に向かってゆっくり応答し、出力計数率の
変化はランプ入力の傾きで決定される。
【００７０】
  なお、警報設定値がバックグラウンド計数率より低く測定レンジ下限より極めて低い場
合は、ステップ状入力の代わりに入力遮断とする。続いて第２の切換スイッチ２０を切り
換えてアップダウンカウンタ１３の減算入力１２４ｂにフィードバックパルスを入力し、
第１の切換スイッチ１９の入力は遮断したままにすると、出力計数率は、スタート計数率
を起点にゆっくりと警報設定点に向かって応答する。図７（ｂ）の一点鎖線が対応し、出
力計数率は０ｃｐｍまで低下する。
【００７１】
　実施の形態４では、実施の形態１の放射線監視装置１を使用したが、実施の形態２の放
射線監視装置１０１も同様に使用することができる。
【００７２】
　以上説明したように、実施の形態４に係る放射線監視装置の警報テストでは、測定部の
アップダウンカウンタの積算値を強制的に設定する積算値設定回路を用いて、事前に警報
動作点に対応する計数率近傍の最適な設定積算値とステップ状およびランプ状に変化させ
る最適入力パターンを演算し、積算値設定回路によりアップダウンカウンタの積算値をこ
の最適な設定積算値Ｍｓに設定した後、ステップ状のテストパルスを入力し、その後続い
てランプ状に変化させる構成としている。積算値設定回路によりアップダウンカウンタの
積算値を強制的に高警報設定値および低警報設定値近傍のスタート計数率に対応する設定
積算値に置き換えるように設定することにより、演算部の出力計数率を瞬時にスタート計
数率にして時定数に依存する応答の大部分を省略し、出力計数率がスタート計数率から上
昇して警報設定点をゆっくりよぎるようにテストパルスを入力するようにしたので、時定
数に依存する応答の大部分がなくなると共に、手動でテストパルスの入力パターンを設定
する作業がなくなるため、テスト時間を大幅に削減することができると共に、入力ミスが
なくなるため試験の信頼性を向上することができる。
【００７３】
　また、実施の形態４では、低警報テストにおいて、アップダウンカウンタの加算入力に
入力がない状態で、減算入力にフィードバックパルスを入力のみが入力する状態をつくり
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、出力計数率がスタート計数率から下降して警報設定点をゆっくりよぎるようにテストパ
ルスを入力するようにした場合も、同様に時定数に依存する応答の大部分がなくなると共
に、手動でテストパルスの入力パターンを設定する作業がなくなるため、テスト時間を大
幅に削減することができると共に、入力ミスがなくなるため試験の信頼性を向上すること
ができる。
【００７４】
実施の形態５．
　実施の形態５は、実施の形態１の放射線監視装置１において試験を実施する際、テスト
モードから測定モードへの復帰時間を短縮する構成としたものである。
【００７５】
　以下、本願発明の実施の形態５の動作について、放射線監視装置に係る試験のフローチ
ャートである図８および試験時の応答説明図である図９に基づいて説明する。
【００７６】
　まず、実施の形態５に係る放射線監視装置について、試験を実施した場合の動作を図８
の試験のフローチャートに基づいて説明する。
　なお、実施の形態５では、実施の形態１に係る放射線監視装置１を使用して試験を実施
するため、図１のシステム構成図に基づいて説明する。
【００７７】
　最初に、測定モードへの復帰時間を短縮するための制御操作の概要を説明する。
　演算部１７は、テストモードから測定モードへの復帰時間を短縮するために、測定モー
ドからテストモードに移行する際、直前の測定値の計数率データを記憶する。そして、テ
ストモードから測定モードに移行する際に、テストパルス制御部７は演算部１７を経由し
て、積算値設定回路１５に設定積算値信号を出力して、アップダウンカウンタ１３の積算
値を強制的にテストモードに移行する直前の計数率データに対応する設定積算値Ｍｓに置
き換える。これにより、アップダウンカウンタ１３の積算値、テストモード直前の計数率
に近い設定計数率から指示を復帰させる。
【００７８】
　図８のフローチャートに従い、ステップＳ２０１でテストモードを選択する。
　ステップＳ２０２でテストモードに移行する前の測定モードの直近の出力計数率データ
を記憶する。
　ステップＳ２０３で、選択したテスト項目のステップを実施し、選択されたテストが終
了したことを判定する。ＹＥＳの場合は、ステップＳ２０５へ進む。ＮＯの場合は、遅延
（ステップＳ２０４）後、例えば次の演算周期でステップＳ２０３へ戻る。
【００７９】
　ステップＳ２０５で第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０を切り換えて、
両方とも「遮断」ポジションとする。
　ステップＳ２０６で、テストパルス制御部７は演算部１７を経由して、積算値設定回路
１５に設定積算値信号を出力する。これにより、アップダウンカウンタ１３の積算値を強
制的にテストモードにステップＳ２０２で記憶しておいた移行する直前の計数率データに
対応する設定積算値Ｍｓに置き換える。
　ステップＳ２０７で第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０を切り換えて、
第１の切換スイッチ１９を「検出信号」ポジション、第２の切換スイッチ２０を「通過」
ポジションとする。
　ステップＳ２０８でアップダウンカウンタ１３の加算入力に検出信号が入力され、減算
入力にフィードバックパルスが入力されるので、通常の測定モードに戻る。
【００８０】
　次に、入出力テストにおける入出力応答を図９の試験時の応答説明図に基づき説明する
。図９は、テストを終了して、テストモードから測定モードに復帰させる際の入出力応答
を模式的に示したものである。
　テストパルス制御部７が第１の切換スイッチ１９と第２の切換スイッチ２０の両方が、
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「遮断」ポジションで、アップダウンカウンタ１３の積算値を設定積算値に設定して置き
換えると、出力計数率は即座にテストモード直前の測定モードの計数率に復帰する。
【００８１】
　実施の形態５では、実施の形態１の放射線監視装置１を使用したが、実施の形態２の放
射線監視装置１０１も同様に使用することができる。
【００８２】
　以上説明したように、実施の形態５に係る放射線監視装置の試験では、測定部のアップ
ダウンカウンタの積算値を強制的に設定する積算値設定回路を用いて、測定モードからテ
ストモードへの移行時に、移行直前の計数率データを記憶しておき、テストモードから測
定モード移行前に、テストモード移行直前の計数率データに対応する設定積算値を積算値
設定回路によりアップダウンカウンタの積算値に設定した後、測定モードに移行する構成
としている。このため、テストモードから測定モードに復帰する際の時定数に依存する応
答による時間ロスをなくすことができるため、試験時間をさらに削減できる。
【００８３】
実施の形態６．
　実施の形態６は、実施の形態１の放射線監視装置１および実施の形態２の放射線監視装
置１０１において、波形整形回路を追加する構成としたものである。
【００８４】
　以下、本願発明の実施の形態６の、構成、動作について、放射線監視装置に係る要部シ
ステム構成図である図１０に基づいて説明する。
　図１０（ａ）は、実施の形態１の放射線監視装置１に対応し、図１０（ｂ）は、実施の
形態２の放射線監視装置１０１に対応している。
【００８５】
　まず、実施の形態１の放射線監視装置１に対応する図１０（ａ）について説明する。
　測定部５に波形整形回路１３１を追加して、テストパルス発生部６から出力され、測定
部５に入力されたテストパルスを波形整形する。
　テストパルス制御部７は、テストパルス発生部６において出力するテストパルスの波高
値を制御する。波形整形回路１３１から出力されるテストパルスの波高と波形について検
出信号パルスを模擬した模擬信号パルスとする。
　この結果、パルス増幅部１１の周波数特性の変化によるゲインの変化を正確に反映した
形で、ノイズ弁別除去器１２の弁別レベルの実動作点確認試験にも適用できる。
【００８６】
　次に、実施の形態２の放射線監視装置１０１に対応する図１０（ｂ）について説明する
。
　測定部１０５に波形整形回路１３１を追加して、テストパルス発生部６から出力され、
測定部５に入力されたテストパルスを波形整形する。
　テストパルス制御部７は、テストパルス発生部６において出力するテストパルスの波高
値を制御する。波形整形回路１３１から出力されるテストパルスの波高と波形について検
出信号パルスを模擬した模擬信号パルスとする。
　この結果、パルス増幅部１１の周波数特性の変化によるゲインの変化を正確に反映した
形で、ノイズ弁別除去器１２の弁別レベルの実動作点確認試験にも適用できる。
【００８７】
　以上説明したように、実施の形態６に係る放射線監視装置では、波形整形回路を追加し
た構成としているため、より実際の検出信号に近いテストパルスにすることができるため
、試験の信頼性を向上することができるとともに、ノイズ弁別除去器の弁別レベルの実動
作点確認試験にも適用できる。
【００８８】
実施の形態７．
　実施の形態７は、実施の形態１の放射線監視装置１を、入力に対する出力信号の応答を
測定する計数率の時定数応答テストに適用したものである。
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【００８９】
　以下、本願発明の実施の形態７の動作について、放射線監視装置に係る試験のフローチ
ャートである図１１および試験時の応答説明図である図１２に基づいて説明する。
【００９０】
　まず、実施の形態７に係る放射線監視装置について、入力に対する出力信号の応答を測
定する計数率の時定数応答テストの動作を図１１の試験のフローチャートに基づいて説明
する。
　なお、実施の形態７では、実施の形態１に係る放射線監視装置１を使用して計数率の時
定数応答テストを実施するため、図１のシステム構成図に基づいて説明する。
【００９１】
　図１１のフローチャートに従い、ステップＳ３０１で時定数応答テストを選択する。
　ステップＳ３０２で積算値設定処理をスキップする。本時定数応答テストでは、例えば
、実施の形態３（図４参照）におけるステップＳ３の「アップダウンカウンタの積算値を
設定積算値Ｍｓに置き換える」処理を実施しない。
　ステップＳ３０３で第１の切換スイッチ１９を「検出信号」から「テスト信号」ポジシ
ョンに切り換える。
　ステップＳ３０４でステップ状のテストパルスを入力する。
　ステップＳ３０５で、ステップ状入力に対する演算部１７の出力計数率を読み込む。
　ステップＳ３０６で出力計数率が所定のレベルに達したかどうかを判定し、ＹＥＳであ
れば、応答時間テストを終了する。ＮＯであれば、ステップＳ３０５に戻る。
【００９２】
　次に、時定数応答テストにおける入出力応答を図１２の試験時の応答説明図に基づき説
明する
　テストパルス制御部７は、積算値設定回路１５によるアップダウンカウンタ１３に積算
値を設定積算値に置き換える操作をスキップする。
　次に、第１の切換スイッチ１９を「検出信号」から「テスト信号」ポジションに切り換
えることで、検出信号入力からテスト信号入力に切り換える。このとき、他の切換スイッ
チの切換は行わない。
　これにより、図１２の入出力応答図に示すように、例えばテストパルスのステップ増加
入力に対し、テストモードに移行する直前の計数率から指数関数で応答する出力計数率か
ら応答時間を測定することができる。
【００９３】
　以上説明したように、実施の形態７に係る放射線監視装置では、操作部１８の操作機能
部から、定型の応答時間テストを一連の試験の中に組み込んで連続して実行できるので、
テスト時間を更に短縮できると共に、非定型の応答時間測定についても試験装置２にステ
ップ入力としてのテストパルスの繰り返し周波数を入力するだけ簡単に応答時間を測定で
きる。
【００９４】
実施の形態８．
　実施の形態８は、実施の形態１の放射線監視装置１において、複数チャンネルの放射線
モニタを設ける構成としたものである。
【００９５】
　以下、本願発明の実施の形態８の構成、動作について、放射線監視装置２０１に係る概
略システム構成図である図１３に基づいて説明する。
【００９６】
　図１３において、放射線監視装置２０１は、放射線を測定する放射線モニタ２ａ～２ｉ
と、放射線モニタ２ａ～２ｉのテストを行う試験装置２０３から構成されている。
　各放射線モニタ２ａ～２ｉの構成は、実施の形態１の放射線モニタ２と同様で放射線を
検出して検出信号パルスを出力する放射線検出器と、検出信号パルスを入力して計数率を
測定する測定部から構成されている。
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　試験装置２０３は、テストパルスを発生するテストパルス発生部２０６と、テストパル
ス制御部２０７から構成されている。
　実施の形態１の放射線監視装置１との相違点は、複数チャンネルの放射線モニタ２ａ～
２ｉを備え、試験装置２０３は複数チャンネルの放射線モニタ２ａ～２ｉのテストを同時
に行えるように構成されていることである。
　各放射線モニタに対する試験手順、操作は、実施の形態１から７と同様であるため、説
明は省略する。
【００９７】
　なお、実施の形態１および２の放射線監視装置では、操作部を放射線モニタの測定部に
設ける構成としているが、複数チャンネルの放射線モニタを備える実施の形態８の放射線
監視装置２０１では、放射線モニタ２ａ～２ｉに対応可能な操作部を試験装置２０３に１
台設けることで、構成をより簡素化することができる。
【００９８】
　以上説明したように、実施の形態８に係る放射線監視装置では、複数チャンネルの放射
線モニタ２ａ～２ｉのテストを同時に行える構成としているため、試験時間を削減できる
とともに、放射線監視装置の試験期間を短縮できる。
【００９９】
　なお、放射線監視装置に係る本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態を適宜
、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【０１００】
　１，１０１，２０１　放射線監視装置、２，２ａ～２ｉ，１０２　放射線モニタ、
３，２０３　試験装置、４　放射線検出器、５，１０５　測定部、
６，２０６　テストパルス発生部、７，２０７　テストパルス制御部、
１１　パルス増幅部、１２　ノイズ弁別除去器、１３　アップダウンカウンタ、
１３ａ　加算入力、１３ｂ　減算入力、１４　周波数合成回路、１５　積算値設定回路、
１６　積算制御回路、１７，１１７　演算部、１８　操作部、
１９　第１の切換スイッチ、２０　第２の切換スイッチ、１２１　第３の切換スイッチ、
１２２　第４の切換スイッチ、１３１　波形整形回路。
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